
 

令和６年度 池友会 総会 次第 

令 和 ６ 年 ４ 月 ２ ７ 日 

場所：みどり清朋高校  大講義室 

 

１．開会の辞 

 ・首席より 

 

２．会長挨拶 

 ・林会長より 

 

３．みどり清朋高校挨拶 

 ・藤原校長より 

 

４．議事 

① 令和５年度事業報告 ： 決算報告とまとめて承認 

 

② 令和５年度会計決算報告 ： 承認 

 

③ 令和６年度事業計画（案） ： 承認 

 

④ 令和６年度会計予算（案） ： 承認 

 

⑤ 令和６年度 池友会の役員（案）について ： 一部変更の上（以下の変更）、承認 

役員は１名で運営する 

 

・⑥号事案と順序を変更して審議。 

・役員（案）に関して承認。 

 

  ⑥ その他（案） 

    〇 令和６年度から寄付金の集金は行わない。 

    〇 会は２年間運営し、その期間で使い切る。 

 

    「経緯」 

     ・役員の確保が難しい。ＰＴＡ役員や活動の縮小（イベントごとにボランティアを募る体制への変更）

により、池友会との共同が難しくなってきている。 

     ・本来は２年間で会長を交代することが望ましいが、コロナ以来、ＰＴＡ役員との後任人事の引継ぎ

がうまく進んでいない。 

     ・学校としても資金提供はありがたいが、教員の労働時間規制、人員削減が進む中での池友会へのサ

ポートする余力は限られている。 

     ・経費の減少。 

    「意見」 

・学校でまかなえないものを補助することがこれまでの前提にあるので、現在の予算を２年間で執行

できる明確な使用目的はあるのか。使用の際は一部の生徒にではなく全体に使ってほしい。 

  ・閉会という大きな議題になるので、出席できていない歴代会長にも伝えて議論してほしい。 

・ＰＴＡの役員をしていても、ＰＴＡの集まりの際に池友会の活動についての説明が学校側からなさ



 

れなかったので、不透明な部分を抱えたままこの先どうなるのかと疑問に感じていた。 

     ・ＰＴＡ役員経験者に募れば池友会の役員になっても良いという方が現れるのでは。 

 

 

    ・意見を伺ったうえで改めて、「寄付金の集金は行わない。池友会の閉会。」を前提に２つの案で決議。 

      ① 会は２年間運営し、その期間で使い切る。 

      ② 歴代会長にもこの事を共有し、経費の運用、閉会までの運営部分に関しても意見を募って決定

していく。５年間を目安とする。  

      → 多数決により、②で決議。 

 

 

≪備考≫ 

・過去の会長ご経験者の方には、一度ご意見を伺う場を設けたく考えております。後日、改めてご連絡致します 


